
  

 

９．放課後児童クラブの充実のために 

(1)量的・質的整備―子どもの育ちの保障の資源、保護者の子育て支援の資源、地域再生の

資源の３つの視点が必要 

(2)学校教育との有機的連携の保障 

(3)基準の必要性と到達支援 

(4)基本的には、次世代育成支援のための新体系において導入される保育所利用システムと

同等の仕組みとしてよいのではないか。 
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放課後児童クラブガイドラインについて 

（放課後児童クラブにおけるガイドラインに関する調査研究） 
 

 

１ 調査研究の概要 

○ 「放課後児童クラブにおけるガイドラインに関する研究会」（座長：淑徳大学柏女霊峰教授）を設置 

○ 既存資料・アンケートデータの分析、ヒアリング・視察調査を実施の上で、研究会として「放課後児童

クラブガイドライン」を作成   

 

２ 放課後児童クラブガイドライン作成の考え方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童クラブの現状 

◇登録率の著しい増加 

◇運営形態の多様性（実施場所、規模、開所時間等） 

◇待機児童の存在（平成18年5月12,189人） 

◇「放課後子どもプラン」等の動向 

◇全市町村の 27％が独自に何らかの設置・運

営基準等を策定 

 

利用する子どもと家庭の状況 

◇就労形態等による利用ニーズの多様化 

◇ひとり親世帯の増加等⇒家庭の養育基盤

を補う必要性の強まり 

◇子どもの発達特性、放課後児童クラブの

集団特性をふまえた活動のあり方 

放課後児童クラブを取り巻く環境 

 

作成の考え方 

①放課後児童クラブの運営を考える際の指針となるものとして作成 

②放課後児童クラブの多様な実態をふまえ、「最低基準」としてではなく、「望ましい方

向に誘導していくための現実的な基準」という視点に立って作成 

③現実の多様な運営を阻害せずに、「子どもの安定・安心した生活の確保と遊びを通し

た健全育成」をいかに担保するかを重視 

 

放課後児童クラブガイドラインの作成 

 

放課後児童クラブガイドライン 

（12カテゴリー、35項目から構成） 

1  総則的事項 

2 事業の枠組み 

3 適切な整備と運営に向けて 

4 施設・設備 

5 職員体制・人材育成 

6 活動内容 

7  障害児の受け入れについて 

8  保護者への支援・連携 

9  学校・地域との連携 

10  児童虐待等への対応 

11  安全対策・緊急時対応 

12  運営管理 

 

4段階で求める水準（レベル）を整理 

① すべての放課後児童クラブに原則実施が求められる基本的事項（必須義務） 
      ・・・必要である、しなければならない 

② すべての放課後児童クラブが可能な限り努力すべき事項（努力義務） 
      ・・・努めることが必要である、努めなければならない、求められる 

③ 義務ではないが、可能であれば取り組みが望まれるもの ・・・望ましい、望まれる 

④ 多様性の中で考えられる取り組みの選択肢 ・・・考えられる 
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